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す
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元
外
務
省
職
員
の
著
書
等
が
我
が
国
の
国
益
に
及
ぼ
す
影
響
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
六
年
二
月
七
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
二
五
号
）
で
は
、
「
外
務
省
職
員
が
外

交
問
題
、
国
際
事
情
等
に
つ
い
て
寄
稿
、
出
版
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
は
我
が
国
の
外
交
政
策
の
在
り

方
等
に
つ
い
て
無
用
の
誤
解
等
を
招
き
、
結
果
と
し
て
、
外
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
四
号
）
に
規
定
す
る

所
掌
事
務
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
寄
稿
（
出
版
）
届
の
提
出
を
求
め
て
い
る
。
」
と
、
外

務
省
職
員
が
外
交
問
題
、
国
際
事
情
等
に
つ
い
て
寄
稿
、
出
版
等
を
行
う
際
に
は
、
寄
稿
（
出
版
）
届
を
提
出
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
旨
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
「
外
務
省
を
退
職
し
た
者
に
対
し
て
は
、
寄
稿
（
出

版
）
届
の
提
出
は
求
め
て
い
な
い
。
」
と
、
既
に
同
省
を
退
職
し
た
元
職
員
に
対
し
て
は
、
寄
稿
（
出
版
）
届
の
提
出
は
求

め
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
理
由
は
何
か
。

二

一
の
答
弁
に
は
「
外
務
省
を
退
職
し
た
者
に
対
し
て
は
、
寄
稿
（
出
版
）
届
の
提
出
は
求
め
て
い
な
い
。
」
と
あ
る
が
、

右
は
既
に
外
務
省
を
退
職
し
た
元
職
員
に
よ
る
自
発
的
な
寄
稿
（
出
版
）
届
の
提
出
を
拒
み
、
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
と
理

解
し
て
良
い
か
。

三

過
去
に
、
外
務
省
を
既
に
退
職
し
た
元
職
員
よ
り
、
寄
稿
（
出
版
）
届
が
出
さ
れ
た
事
例
は
あ
る
か
。
あ
る
の
な
ら
、
年

一



度
ご
と
の
件
数
並
び
に
当
該
著
書
名
、
作
者
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

丹
波
實
元
外
務
審
議
官
は
、
二
〇
〇
四
年
に
中
央
公
論
新
社
よ
り
『
日
露
外
交
秘
話
』
を
出
版
し
て
い
る
が
、
右
に
つ
い

て
丹
波
氏
よ
り
外
務
省
に
対
し
、
寄
稿
（
出
版
）
届
は
出
さ
れ
て
い
る
か
。

五

丹
波
氏
に
対
し
、
『
日
露
外
交
秘
話
』
の
内
容
に
つ
い
て
外
務
省
と
し
て
何
ら
か
の
コ
メ
ン
ト
、
意
見
を
伝
え
て
い
る

か
。

六

丹
波
氏
は
二
〇
一
一
年
に
中
央
公
論
新
社
よ
り
『
わ
が
外
交
人
生
』
を
出
版
し
て
い
る
が
、
右
に
つ
い
て
丹
波
氏
よ
り
外

務
省
に
対
し
、
寄
稿
（
出
版
）
届
は
出
さ
れ
て
い
る
か
。

七

丹
波
氏
に
対
し
、
『
わ
が
外
交
人
生
』
の
内
容
に
つ
い
て
外
務
省
と
し
て
何
ら
か
の
コ
メ
ン
ト
、
意
見
を
伝
え
て
い
る

か
。

八

一
の
答
弁
に
は
「
外
務
省
職
員
が
外
交
問
題
、
国
際
事
情
等
に
つ
い
て
寄
稿
、
出
版
等
を
行
う
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
に

よ
っ
て
は
我
が
国
の
外
交
政
策
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
無
用
の
誤
解
等
を
招
き
、
結
果
と
し
て
、
外
務
省
設
置
法
（
平
成
十

一
年
法
律
第
九
十
四
号
）
に
規
定
す
る
所
掌
事
務
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
あ
る
。
既
に
外
務

省
を
退
職
し
た
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
著
書
の
内
容
が
「
我
が
国
の
外
交
政
策
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
無
用
の
誤
解
等
を
招

二



き
、
結
果
と
し
て
、
外
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
四
号
）
に
規
定
す
る
所
掌
事
務
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
も
の
で
あ
る
場
合
、
我
が
国
の
国
益
を
損
ね
る
こ
と
が
あ
り
、
元
職
員
に
対
し
て
等
し
く
寄
稿

（
出
版
）
届
の
提
出
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


